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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成18年３月３日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第７号

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則の一部を改正する規則

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則 (昭和26年鳥取県教育委員会規則第３号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (別表の表示を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該

改正後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表を加える｡

…………

………………………………
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改 正 後 改 正 前

(減免の範囲)

第３条 授業料､ 入学料及び入学選抜手数料の減免の

範囲は､ 県立学校の授業料等及び社会教育施設の使

用料の減免に関する規則 (昭和52年鳥取県規則第15

号｡ 以下 ｢知事規則｣ という｡) 第２条の表に規定

する減免事由に応じて､ 別表に定めるとおりとする｡

(届出)

第５条 授業料の減免を受けている者は､ 知事規則第

２条の減免事由に該当しなくなったときは､ 直ちに､

(減免の範囲)

第３条 授業料の減免は全額免除及び半額免除とし､

入学料及び入学選抜手数料の減免は全額免除とする｡

(届出)

第５条 授業料の減免を受けている者は､ 県立学校の

授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に
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授業料減免辞退届 (様式第５号) を学校長に提出し

なければならない｡

別表 (第３条関係)

関する規則 (昭和52年鳥取県規則第15号) 第２条の

減免事由に該当しなくなったときは､ 直ちに､ 授業

料減免辞退届 (様式第５号) を学校長に提出しなけ

ればならない｡

授
業
料
等

減免事由 内容 減免の範

囲

全日

制､

定時

制及

び通

信制

の課

程

専攻

科

授
業
料

１ 修学に

対する意

欲があり､

かつ､ 性

行が正し

い 生 徒

( 以 下

｢対象生

徒｣ とい

う｡) に

ついて､

火災､ 風

水害等の

非常災害

により授

業料の支

弁が困難

であると

認められ

るとき｡

本人を含

む世帯の総

所 得 金 額

(以下 ｢総

所得額｣ と

いう｡) が､

生活保護法

による保護

の基準 (昭

和38年厚生

省告示第158

号) に定め

る基準を基

に算出した

額に 1.3 を

乗 じ た 額

(以下 ｢基

準額｣ とい

う｡) の２

倍の額に達

しないとき｡

(１) 居住す

る家屋が全

壊し､ 若し

くは半壊し､

又は全焼し､

若しくは半

焼したとき｡

全額

免除

半額

免除

(２) (１)に

該当しない

とき｡

半額

免除

半額

免除

２ 対象生

徒につい

て､ 保護

者の疾病､

障害又は

死亡によ

(１) 両親が死亡したと

き､ 又は死亡している

とき｡

全額

免除

半額

免除

(２) 医療費等に多大な

負担を必要とする疾病

又は障害を有する保護

全額

免除

半額

免除
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り授業料

の支弁が

困難であ

ると認め

られると

き｡

者 (以下 ｢療養中の保

護者｣ という｡) 以外

の保護者が地方税法

(昭和25年法律第226号)

第５条第２項第１号に

規定する市町村民税が

課税されていない者

(以下 ｢非課税者｣ と

いう｡) 又は均等割の

み課税されている者

(以下 ｢均等割のみ課

税者｣ という｡) であ

るとき｡

(３) 総所得額から療養

中の保護者の所得額を

差し引いた金額が基準

額に達しないとき｡

半額

免除

半額

免除

３ 対象生

徒につい

て､ 通学

又は下宿

等 (通学

が困難で

あるため

にする場

合に限る｡

以下同じ｡)

に要する

費用の多

額の負担

により授

業料の支

弁が困難

であると

認められ

るとき｡

総所得額から次の金額

を控除した金額が､ 基準

額に達しないとき｡

(１) 通学に多額の負

担を要する場合にあっ

ては､ 通学に利用す

る交通機関の１年分

の定期乗車券の購入

に要する経費の金額

(以下 ｢通学費｣ と

いう｡) から85,000

円を控除した額

(２) 下宿等に多額の

負担を要する場合に

あっては､ 家賃､ 光

熱水費及び通学費

半額

免除

半額

免除

４ 対象生

徒につい

て､ １の

項から３

の項まで

に規定す

るものの

(１) 児童

福 祉 法

(昭和22

年法律第

164号)

第６条に

規定する

ア 生活保護

法 (昭和25

年法律第144

号) 第11条

第１項に規

定する生活

扶助､ 教育

全額

免除

半額

免除
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ほか､ 家

計が困窮

し､ 授業

料の支弁

が困難で

あると認

められる

とき｡

保護者又

は同法第

６条の３

に規定す

る里親が

自動車事

故により

死亡し､

又は自動

車損害賠

償保障法

施 行 令

(昭和30

年政令第

286号)

別表第２

の後遺障

害第１級

から第３

級までに

該当する

こととなっ

たとき｡

扶助､ 住宅

扶助又は医

療扶助のい

ずれかの適

用を受けて

い る 世 帯

(以下 ｢生

活保護世帯｣

という｡)

に属してい

るとき｡

イ 保護者の

いずれもが､

非課税者で

あるとき｡

全額

免除

半額

免除

ウ 保護者の

いずれもが､

非課税者又

は均等割の

み課税者で

あ る と き

(イに該当

す る 場 合

を除く｡)｡

全額

免除

半額

免除

(２) 両親ともいないと

き (死亡の場合を除く｡)｡

全額

免除

半額

免除

(３) 本人が生活保護世

帯に属しているとき｡

全額

免除

半額

免除

(４) 保護者のいずれも

が､ 非課税者であると

き｡

全額

免除

半額

免除

(５) 保護

者のいず

れもが､

非課税者

又は均等

割のみ課

税者であ

る と き

((４)に

該当する

場合を除

く｡)｡

ア (６)又は

(７)に該当

するとき｡

全額

免除

半額

免除

イ アに該当

しないとき｡

半額

免除

半額

免除
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(６) 事業

の倒産､

失業､ 離

婚等によ

り､ 保護

者 (主た

る家計支

持者に限

る｡) が

収入を得

られなかっ

た と き

(失業に

あっては､

転職のた

めの退職

又は定年

による退

職の場合

を除く｡)｡

総所得額か

ら当該保護者

の所得額を差

し引いた金額

が､ 基準額に

達しないとき｡

半額

免除

半額

免除

(７) 本人

と同一生

計に属す

る者が疾

病､ 傷害

等により

多大の経

費を必要

とするた

め著しく

生活が困

窮してい

るとき｡

総所得額か

ら医療費の額

(健康保険等

で支給される

療養費等及び

生命保険契約

等で支給され

る入院費給付

金を控除した

額をいう｡)

を差し引いた

金額が基準額

に達しないと

き｡

半額

免除

半額

免除

(８) (１)

から(７)

までに該

当しない

とき｡

ア 総所得額

が基準額に

達しないと

き｡

半額

免除

半額

免除

イ 特別な理

由により､

家計が困窮

しているた

め授業料の

半額

免除

半額

免除



附 則

この規則は､ 平成18年４月１日から施行する｡

鳥取県立図書館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成18年３月３日
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支弁が困難

であり､ 特

に減免の必

要があると

認められる

とき｡

５ 授業料

の滞納に

より退学

の処分を

受けた者

が､ 知事

規則第２

条の表に

規定する

減免事由

に該当す

るとき｡

未納

授業

料に

つい

て全

額免

除

入
学
料
及
び
入
学
選
抜
手
数
料

火災､ 風

水害等の非

常災害によ

り入学料及

び入学選抜

手数料の支

弁が困難で

あると認め

られるとき｡

全額

免除

注 １ 授業料の１の項又は入学料及び入学選抜手数

料の項に該当することを理由として行う減免は､

火災､ 風水害等の非常災害が発生してから１年

以内に減免の申請が行われた場合に限る｡

２ 授業料の４の項(６)に該当することを理由と

して行う減免は､ 事業の倒産､ 失業､ 離婚等の

事由が発生してから１年以内に減免の申請が行

われた場合に限る｡



鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第８号

鳥取県立図書館管理規則の一部を改正する規則

鳥取県立図書館管理規則 (平成２年鳥取県教育委員会規則第２号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

附 則

この規則は､ 平成18年４月１日から施行する｡
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改 正 後 改 正 前

(休館日)

第９条 図書館の休館日は､ 次のとおりとする｡

(１) 略

(２) 毎月の第２木曜日

(３)及び(４) 略

２及び３ 略

(休館日)

第９条 図書館の休館日は､ 次のとおりとする｡

(１) 略

(２) 毎月の第２月曜日

(３)及び(４) 略

２及び３ 略



鳥 取 県 公 報 (号外)第25号平成18年３月３日 金曜日8

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /www. pref. tottori. jp)


